
高知県健康政策部健康対策課
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改正感染症法における
薬局との医療措置協定について



１ 新型コロナウイルス感染症対応

２ 感染症法の改正

３ 薬局との協定締結
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・データは報告数集計として公開するものであり、後日修正される場合もある。
・集団発生とは、施設等から福祉保健所等に集団発生の報告があった場合（10名以上または全利
用者の半数以上発生した場合）

「高知県感染症派生動向調査(週報）」より作成 13

高齢者施設, 

87, 53%

医療機関, 64, 39%

障害者施設, 14, 

8%

令和５年５月８日以降報
告されたクラスターはの
べ
１６５件
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    感染症法の改正（協定指定医療機関）２

第一種
協定指定
医療機関

第二種
協定指定
医療機関

【病院】
 ・新興感染症患者の入院・治療
  ※検査体制や医療従事者への訓練などを実施

 

入院

外来
 

※自宅療養者
への医療提供

【病院・診療所】
 ・新興感染症患者の診療・検査

【薬局】
・新興感染症患者の医薬品等対応
 ※調剤・交付・服薬指導等
 

《要件》
 ・オンライン服薬指導又は訪問服薬指導が可能であること
 ・薬剤の配送等の対応を行っていること
 ・夜間・休日、時間外対応を行っていること

【訪問看護事業所】
 ・自宅・宿泊療養者・高齢者施設での
  療養者に訪問看護を行う

《協定指定医療機関のイメージ》



    薬局との協定締結３

■前提
 ・新型コロナ（オミクロン株）と同様の感染症が発生することを想定

 ・協定に定める医療措置は、新型インフルエンザ等感染症等の発生が公表されて
  ６か月以内に対応を開始すること

《参考：新型コロナ》
 ・R元.12    中国での初めて確認
 ・R2.1.15  国内１例目の発生
 ・R2.2.１   新興感染症への位置づけ（発生の公表）



    薬局との協定締結３

■目的
 ・新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症の公表が行われた場合
  上記感染症に係る医療の提供体制を確保することが目的
  ※ 患者への服薬指導（訪問orオンライン）・薬剤配送・健康相談 等

■概要
 ・高知県知事と各薬局（管理薬剤師）との間で結ぶ協定
 ・新型インフルエンザ等感染症等が発生した場合、医療措置を講ずるよう要請

■医療措置（特にに高齢者施設への対応が可能であること）
 ・服薬指導（電話・オンライン又は訪問）   ・薬剤等の配送
 ・健康相談対応               ・健康観察
 

 ※ 協定締結には、服薬指導（電話・オンライン）と配送可能であることが条件
 ※ 対応可能見込み１日あたり●人についても協定書に記載



    薬局との協定締結３

■今後の流れ
 
 １ 最終の意向調査（３月まで）
  ・昨年７月頃に実施しました意向調査において、対応が困難とご回答いただ
   いた薬局に再度、調査を行わせていただきます。

 ２ 協定案の確認依頼（４月以降）
  ・昨年７月の意向調査で協力頂ける旨をご回答いただいた薬局については、
   協定書案を送付させていただき、内容を確定いたします。

  ・内容確定後、順次協定を締結していきます（主として電子媒体）

  



 まとめ

１

新型コロナウイルス感染症対応

 

 ・新たな変異株により、「第10波」感染が拡大しています。
 ・公費支援については、国から情報が入り次第、ご連絡いたします

２

感染症法の改正

 ・感染症法が改正され、来年度から「協定指定医療機関」として薬局が
  位置づけられます

３

薬局との協定締結

 ・再度の調査を行わせていただく薬局についてはご協力をお願いします。
 ・４月以降、協定書案を送付させていただきますので内容のご確認をお  
  願いいたします。


